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  理  由  

 電 子 採 決 シ ス テ ム に よ る 投 票 方 式 を 導 入 す る ほ か ， 所 要 の 規 定 整  

備 を 行 う た め 。  



   伊 丹 市 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 令 和 ５ 年 伊  

   丹 市 議 会 規 則 第   号 ）  

 伊 丹 市 議 会 会 議 規 則 （ 昭 和 ４ １ 年 伊 丹 市 議 会 規 則 第 １ 号 ） の 一 部  

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 目 次 中 「 質 疑 の 回 数 」 を 「 総 括 方 式 に よ る 質 疑 の 回 数 」 に ， 「 第  

           「 第 ７ ０ 条 （ 記 名 投 票 ）  

            第 ７ ０ 条 の ２ （ 電 子 採 決 シ ス テ ム に よ る  

 

投 票 ） 」  

 第 ８ 条 第 ３ 項 中 「 号 鈴 」 を 「 電 鈴 ま た は 振 鈴 」 に 改 め る 。  

 第 ６ ２ 条 中 「 質 疑 の 回 数 」 を 「 総 括 方 式 に よ る 質 疑 の 回 数 」 に 改  

め る 。  

 第 ６ ８ 条 第 ２ 項 中 「 記 名 ま た は 無 記 名 の 投 票 」 を 「 記 名 投 票 ， 電

子 採 決 シ ス テ ム に よ る 投 票 ま た は 無 記 名 投 票 」 に 改 め る 。  

 第 ６ ９ 条 第 １ 項 中 「 記 名 ま た は 無 記 名 の 投 票 」 を 「 記 名 投 票 ， 電

子 採 決 シ ス テ ム に よ る 投 票 ま た は 無 記 名 投 票 」 に 改 め ， 同 条 第 ２ 項

中 「 と 無 記 名 投 票 」 を 「 ， 電 子 採 決 シ ス テ ム に よ る 投 票 ま た は 無 記

名 投 票 」 に 改 め る 。  

 第 ７ ０ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

（ 電 子 採 決 シ ス テ ム に よ る 投 票 ）  

第 ７ ０ 条 の ２  電 子 採 決 シ ス テ ム に よ る 投 票 を 行 う 場 合 に は ， 問 題

を 可 と す る 者 は 賛 成 の ボ タ ン を ， 問 題 を 否 と す る 者 は 反 対 の ボ タ

ン を 押 さ な け れ ば な ら な い 。  

２  電 子 採 決 シ ス テ ム に よ る 投 票 に よ る 表 決 に お い て ， 議 長 が 投 票

の 終 了 を 宣 告 す る ま で の 間 に ， 出 席 議 員 が 電 子 採 決 シ ス テ ム の い

ず れ の ボ タ ン も 押 し て い な い 場 合 は ， 当 該 出 席 議 員 は 反 対 の ボ タ

ン を 押 し た も の と み な す 。  

第 ７ ２ 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２  電 子 採 決 シ ス テ ム に よ る 投 票 を 行 う 場 合 に は ， 第 ２ ９ 条 （ 投 票

の 終 了 ） ， 第 ３ １ 条 （ 選 挙 結 果 の 報 告 ） 第 １ 項 お よ び 第 ３ ２ 条 （  

７ ０ 条 （ 記 名 投 票 ） 」 を  

に 改 め る 。  

選 挙 関 係 書 類 の 保 存 ） の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て ， 第

２ ９ 条 中 「 投 票 が 終 わ つ た と 認 め る と き 」 と あ る の は ， 「 投 票 を

す る た め に 必 要 な 時 間 が 経 過 し た と 認 め る と き 」 と 読 み 替 え る も

の と す る 。  

第 ７ ４ 条 た だ し 書 中 「 議 長 の 」 を 「 ， 議 長 の 」 に 改 め ， 「 起 立 」  

の 右 に 「 ま た は 電 子 採 決 シ ス テ ム に よ る 投 票 」 を 加 え る 。  

第 ７ ６ 条 第 １ 項 第 １ ４ 号 中 「 記 名 投 票 」 の 右 に 「 お よ び 電 子 採 決  

シ ス テ ム に よ る 投 票 」 を 加 え る 。  

付  則  

こ の 規 則 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


